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青
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告
示
第
二
百
五
十
三
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
五
月
五
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部

道
路
課
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い
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一
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縦
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示

青
森
県
告
示
第
二
百
五
十
二
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
五
月
五
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部

道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。
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�
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ケ
所
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大
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泊
字
川
原
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六
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村
大
字
泊
字
川
原
五
三
七
の
一
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で

〃

�
�
�
�

１ 図
面
番
号

国

道

道
路
の

種

類

三
三
八
号

路
線
名

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
泊
字
川
原
五
三
七
の
一
か
ら

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
泊
字
川
原
五
三
七
の
一
ま
で

変

更

の

区

間

後 前
変
更
の

前
後
別

一
八
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら
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〇
・
五
〇
メ
ー
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ル
ま
で

一
八
・
二
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メ
ー
ト
ル
か
ら

三
五
・
三
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メ
ー
ト
ル
ま
で
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地

の

幅

員

五
二
・
四
〇
メ
ー
ト
ル

五
二
・
四
〇
メ
ー
ト
ル

敷

地

の

延

長

備
考
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公

告

主
要
農
作
物
奨
励
品
種
の
指
定

青
森
県
主
要
農
作
物
奨
励
品
種
規
程

(

昭
和
六
十
年
四
月
青
森
県
告
示
第
二
百
九
十
一
号)

第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
主
要
農
作
物
の
奨
励
品
種
を
指
定
し
た
の
で
、
同
規
程
第
四
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

種
類
の
名
称

水
稲

二

品
種
の
名
称

｢

青
系
糯
一
六
〇
号｣

三

品
種
の
来
歴

｢

青
系
糯
一
六
〇
号｣

は
、

｢

青
系
糯
一
四
一
号｣
を
母
と
し

｢

青
系
一
三
六
号｣

を
父
と
し

て
交
配
し
た
雑
種
の
後
代
か
ら
育
成
さ
れ
た
。
平
成
十
一
年
に
青
森
県
農
業
試
験
場

(

現

地
方

独
立
行
政
法
人

青
森
県
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
農
林
総
合
研
究
所)
に
お
い
て
人
工
交
配
を
行
い
、

同
年
温
室
で
雑
種
第
一
代
を
栽
培
し
、
平
成
十
二
年
に
は
雑
種
第
二
代
か
ら
雑
種
第
三
代
ま
で
の

二
世
代
を
温
室
で
栽
培
し
た
。
平
成
十
三
年
に
雑
種
第
四
代
で
個
体
選
抜
を
行
い
、
平
成
十
四
年

(

雑
種
第
五
代)

以
降
は
系
統
と
し
て
栽
培
し
、
選
抜
を
繰
り
返
し
固
定
を
図
っ
て
き
た
。
平
成

十
五
年
か
ら
平
成
十
六
年
ま
で
生
産
力
検
定
試
験
及
び
特
性
検
定
試
験
等
に
供
し
有
望
と
認
め
ら

れ
た
の
で
、

｢

青
系
糯
一
六
〇
号｣

の
地
方
番
号
を
付
し
、
平
成
十
七
年
か
ら
は
あ
お
も
り
米
優

良
品
種
選
定
試
験
に
供
し
県
内
の
地
域
適
応
性
を
検
定
し
て
き
た
。

平
成
二
十
年
度
で
雑
種
第
十
一
代
で
あ
る
。

四

品
種
の
特
性
の
概
要

１

形
態
的
特
性

�

移
植
時
の
苗
丈
は

｢

ユ
キ
ミ
モ
チ｣

よ
り
長
く
、

｢

ア
ネ
コ
モ
チ｣

よ
り
や
や
長
く
、
苗

の
葉
色
は

｢

ユ
キ
ミ
モ
チ｣

よ
り
淡
く
、

｢

ア
ネ
コ
モ
チ｣

よ
り
や
や
淡
い
。

�

生
育
初
期
の
草
丈
は

｢

ユ
キ
ミ
モ
チ｣

よ
り
や
や
長
く
、

｢

ア
ネ
コ
モ
チ｣

並
で
あ
り
、

茎
数
は

｢

ユ
キ
ミ
モ
チ｣

及
び

｢

ア
ネ
コ
モ
チ｣

並
で
あ
る
。
葉
色
は
、

｢

ユ
キ
ミ
モ
チ｣

よ
り
や
や
淡
く
、

｢

ア
ネ
コ
モ
チ｣

並
で
あ
る
。

�

稈か
ん

長
は

｢

ユ
キ
ミ
モ
チ｣

及
び

｢

ア
ネ
コ
モ
チ｣

並
か
や
や
短
く
、
穂
長
は

｢

ユ
キ
ミ
モ

チ｣

並
で
、

｢

ア
ネ
コ
モ
チ｣

よ
り
や
や
短
く
、
穂
数
は

｢

ユ
キ
ミ
モ
チ｣

及
び

｢

ア
ネ
コ

モ
チ｣

並
で
あ
る
。
止
葉
は
、｢

ユ
キ
ミ
モ
チ｣

及
び

｢

ア
ネ
コ
モ
チ｣

並
に
長
く
、
直
立

す
る
。

�

稈か
ん

の
太
さ
は

｢

ユ
キ
ミ
モ
チ｣

並
で
あ
り
、
倒
伏
抵
抗
性
は

｢

ユ
キ
ミ
モ
チ｣

及
び

｢

ア

ネ
コ
モ
チ｣

並
の

｢

強｣

で
あ
る
。

�

穂
の
粒
着
密
度
は
、

｢

ユ
キ
ミ
モ
チ｣

並
の

｢

密｣

で
あ
る
。
芒ぼ
う

は
、

｢

ユ
キ
ミ
モ
チ｣

よ
り
や
や
多
い
。
籾
の
穎え
い

色
は

｢

黄
白｣

、
ふ
先
色
は

｢

褐｣

で
あ
る
。

２

生
態
的
特
性

�

出
穂
期
は
、

｢

ユ
キ
ミ
モ
チ｣

並
で
、

｢

ア
ネ
コ
モ
チ｣

よ
り
一
日
程
度
遅
い
。
成
熟
期

は
、

｢

ユ
キ
ミ
モ
チ｣

並
で
、

｢

ア
ネ
コ
モ
チ｣

よ
り
三
日
程
度
遅
い

｢

中
生
の
早｣

に
属

す
る
糯も
ち

種
で
あ
る
。

�

障
害
型
耐
冷
性
は
、

｢

ユ
キ
ミ
モ
チ｣

よ
り
強
い
が
、

｢

ア
ネ
コ
モ
チ｣

よ
り
弱
い

｢

や

や
強｣

で
あ
る
。

�

い
も
ち
病
抵
抗
性
は
、
葉
い
も
ち
が

｢

強｣

、
穂
い
も
ち
が

｢

や
や
強｣

で
、
い
ず
れ
も

｢

ユ
キ
ミ
モ
チ｣

及
び

｢

ア
ネ
コ
モ
チ｣

よ
り
強
い
。

�

穂
発
芽
性
は
、

｢

ユ
キ
ミ
モ
チ｣

及
び

｢

ア
ネ
コ
モ
チ｣

よ
り
発
芽
し
に
く
い

｢

中｣

で

あ
る
。

�

収
量
性
は
、

｢

ユ
キ
ミ
モ
チ｣

よ
り
高
く
、

｢

ア
ネ
コ
モ
チ｣

並
か
や
や
高
い
。

３

品
質
及
び
食
味
特
性

�

玄
米
の
粒
長
は

｢

ユ
キ
ミ
モ
チ｣

及
び

｢

ア
ネ
コ
モ
チ｣

よ
り
や
や
長
く
、
粒
幅
及
び
粒

厚
は

｢

ユ
キ
ミ
モ
チ｣

及
び

｢

ア
ネ
コ
モ
チ｣

並
で
あ
る
。
玄
米
千
粒
重
は
、

｢

ユ
キ
ミ
モ

チ｣

及
び

｢

ア
ネ
コ
モ
チ｣

並
か
や
や
重
い
。

�

玄
米
品
質
は
、

｢

ユ
キ
ミ
モ
チ｣

に
優
り
、

｢

ア
ネ
コ
モ
チ｣

並
か
や
や
優
る

｢

上
中｣

で
あ
る
。

�

搗と
う

精せ
い

時
間
は

｢

ア
ネ
コ
モ
チ｣

並
で
あ
り
、
適
搗と
う

精せ
い

歩
合
は

｢

ユ
キ
ミ
モ
チ｣

及
び

｢

ア

ネ
コ
モ
チ｣

並
で
あ
る
。
適
搗と
う

精せ
い

時
の
胚
芽
残
存
率
は
、｢

ユ
キ
ミ
モ
チ｣

よ
り
や
や
低
い
。

搗と
う

精せ
い

時
の
砕
粒
歩
合
は
、

｢

ユ
キ
ミ
モ
チ｣

よ
り
明
ら
か
に
低
く
、

｢

ア
ネ
コ
モ
チ｣

並
か

や
や
低
く
、
搗と
う

精せ
い

に
よ
る
砕
米
の
発
生
は
少
な
い
。

�

白
米
タ
ン
パ
ク
質
含
量
は

｢

ユ
キ
ミ
モ
チ｣

及
び

｢

ア
ネ
コ
モ
チ｣

並
で
あ
り
、
つ
き
餅

の
食
味
は

｢

ユ
キ
ミ
モ
チ｣

並
の

｢

上
下｣

で
あ
る
。

�

餅
の
硬
化
速
度
は

｢
ア
ネ
コ
モ
チ｣

よ
り
遅
い
が

｢

ユ
キ
ミ
モ
チ｣

よ
り
早
く
、｢

ユ
キ
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ミ
モ
チ｣

及
び

｢

ア
ネ
コ
モ
チ｣

よ
り
煮
く
ず
れ
し
に
く
い
。

４

栽
培
適
地

津
軽
中
央
地
帯
、
津
軽
西
北
地
帯
、
南
部
平
野
地
帯

(

海
岸
・
山
間
冷
涼
地
帯
を
除
く
。)

５

栽
培
上
の
留
意
点

�

苗
は

｢

ユ
キ
ミ
モ
チ｣

よ
り
や
や
長
く
伸
び
や
す
い
の
で
、
温
度
管
理
や
水
管
理
に
留
意

し
、
健
苗
育
成
に
努
め
る
。

�

多
肥
栽
培
は
、
食
味
や
品
質
の
低
下
を
招
く
の
で
避
け
る
。

�

障
害
型
耐
冷
性
は

｢

や
や
強｣

で
あ
る
が
、
幼
穂
形
成
期
以
降
の
低
温
時
に
は
深
水
管
理

を
行
い
幼
穂
を
保
温
す
る
。

五

指
定
の
理
由

｢

青
系
糯
一
六
〇
号｣

は
、

｢
ユ
キ
ミ
モ
チ｣

よ
り
、
耐
冷
性
、
い
も
ち
病
抵
抗
性
、
穂
発
芽

性
、
収
量
性
、
品
質
な
ど
の
栽
培
特
性
が
優
れ
て
い
る
ほ
か
、
餅
加
工
業
者
か
ら
の
評
価
も
良
好

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
奨
励
品
種
に
指
定
し
、
県
産
糯も
ち

米
の
安
定
生
産
と
需
要
拡
大
を
図
る
。

主
要
農
作
物
奨
励
品
種
の
指
定
の
取
消
し

青
森
県
主
要
農
作
物
奨
励
品
種
規
程

(

昭
和
六
十
年
四
月
青
森
県
告
示
第
二
百
九
十
一
号)

第
三

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
主
要
農
作
物
の
奨
励
品
種
の
指
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
規
程
第
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一
１

種
類
の
名
称

水
稲

２

品
種
の
名
称

｢

ユ
キ
ミ
モ
チ｣

３

指
定
の
取
消
し
の
理
由

平
成
三
年
八
月
に
奨
励
品
種
に
指
定
さ
れ
た
が
、

｢

青
系
糯
一
六
〇
号｣

を
奨
励
品
種
に
指

定
す
る
こ
と
に
よ
り
代
替
が
可
能
で
あ
る
た
め
。

二
１

種
類
の
名
称

水
稲

２

品
種
の
名
称

｢

ゆ
め
あ
か
り｣

３

指
定
の
取
消
し
の
理
由

平
成
十
一
年
一
月
に
奨
励
品
種
に
指
定
さ
れ
た
が
、
作
付
面
積
が
減
少
し
、
今
後
の
作
付
け

も
見
込
ま
れ
な
い
た
め
。

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

増
館
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業

(

ほ
場
整
備
事
業

(

担
い
手
育
成
型)

(

緊
急
農
地
集
積
ほ
場
整

備
事
業)
)

計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項

の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日
か
ら
同
年
五
月
八
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

青
森
市
役
所

藤
崎
町
役
場

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
八
戸
サ
ン
ロ
ー
ド

二

代
表
者
の
氏
名

池
田

秀
雄

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
諏
訪
二
丁
目
二
の
二
九

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
六)

第
三
〇
〇
二
一
三
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
三
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

し
ゆ
ん
せ
つ
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

青 森 県 報�����	
�� 
� 第3068号�� �



� �

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

青 森 県 報平成21年４月６日 月曜日 第3068号 �� �

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


